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諮問庁：外務大臣 

諮問日：令和３年２月１日（令和３年（行情）諮問第３５号） 

答申日：令和３年１１月１日（令和３年度（行情）答申第３３８号） 

事件名：特定番号の開示決定で特定された文書をつづっている行政文書ファイ

ルにつづられている他の文書の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「情報公開第００１６９号（２０１８－００５９２）で特定された文書

を綴っている行政文書ファイルに綴られている他の文書の全て。」（以下

「本件請求文書」という。）の開示請求に対し，別紙に掲げる文書２ない

し文書９の８文書（以下，順に「文書２」ないし「文書９」といい，併せ

て「本件対象文書」という。）を特定し，その一部を不開示とした決定に

ついては，本件対象文書を特定したことは妥当であり，諮問庁がなお不開

示とすべきとしている部分は，不開示とすることが妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，令和２年１０月３０日付け情報公開第

０１５７１号により外務大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）

が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消し

を求める。 

２ 審査請求の理由 

（１）特定されるべき文書に漏れがないか確認を求める。 

審査請求人は確認するすべを持たないので，特定されるべき文書に漏

れがないか念のため確認を求める。 

（２）不開示処分の対象部分の特定を求める。 

開示決定通知書では不開示とした部分を「文書５，６，９」や「文書

７～１０」とあるだけで，不開示箇所を特定していないので，改めて特

定を求める。 

（３）一部に対する不開示決定の取消し。 

記録された内容を精査し，支障が生じない部分については開示すべき

である。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 経緯 

処分庁は，平成３１年４月２６日付けで受理した審査請求人からの本件
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請求文書の開示請求に対し，法１１条による開示決定期限の特例の適用を

行った後，相当の部分として１件の文書（以下「先行開示文書」という。）

を特定し，開示とする決定を行い（令和元年６月２５日付け情報公開第０

０４８０号），更に，最終の決定として８件の文書を特定し，５件を開示，

２件を部分開示，そして１件を不開示とする原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は，令和２年１１月１７日付けで，原処分の取

消し等を求める等の旨の審査請求を行った。 

２ 原決定について（原文ママ） 

本件審査請求の対象となる文書は，文書５，文書６及び文書９の３件で

ある。 

３ 追加開示する部分について 

文書６の１頁目下から７行目については，法５条３号に該当し不開示と

したが，改めて検討した結果，開示可能と判断されるので，開示すること

とする。 

４ 不開示とした部分 

（１）文書５，６，及び９の不開示部分は，公にすることを前提としない日

米外交防衛当局の事務レベルにおける意見交換における協議の内容やこ

れに密接に関連する情報であり，日米安保体制の下での米国との関係を

はじめとする我が国と他国との関係に関連する安全保障上の利益に関す

る情報が含まれるところ，現時点においても，公にすることにより，国

の安全が害されるおそれがあるとともに，他国との信頼関係が損なわれ

るおそれがあるため，法５条３号に該当し，不開示とした。 

（２）文書５の発受信時刻及びパターンコードは，現在外務省が使用してい

る電信システムの管理に係る情報であり，公にすることにより，電信の

秘密保全に支障が生じ，国の安全が害されるおそれ，及び外交事務全般

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため，法５条３号及び６号に

該当し，不開示とした。 

５ 審査請求人の主張について 

審査請求人は，①「特定されるべき文書に漏れがないか確認を求め

る。」，②「不開示処分の対象部分の特定を求める。」，③「一部に対す

る不開示決定の取消し。」を主張する。①については，本件審査請求を受

け，処分庁は，原処分で特定した文書以外の本件対象文書について改めて

確認したが，追加で特定すべき文書は存在しなかった。そのため，原処分

における文書の特定に漏れはない。②については，上記４のとおり，処分

庁は，不開示理由ごとに不開示箇所を明確に特定しており，審査請求人の

要求を既に満たしている。③については，処分庁は対象文書について開示

の是非を法に則り適切に判断しており，本件対象文書の一部を不開示とし

たことは妥当である。 
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６ 結論 

上記の論拠に基づき，諮問庁としては，上記３において新たに開示を行

うこととした部分を除く不開示部分については，原処分を維持することが

妥当であると判断する。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。

① 令和３年２月１日  諮問の受理 

② 同日        諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同月１２日     審議 

④ 同年９月２９日   本件対象文書の見分及び審議 

⑤ 同年１０月２６日  審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，別紙に掲げる８文書である。 

審査請求人は，文書の再特定及び不開示部分の開示を求めており，諮問

庁は，本件対象文書を特定し，その一部を不開示とした原処分につき，上

記第３の３において新たに開示することとする部分を除く部分（以下「本

件不開示維持部分」という。）は，法５条３号及び６号に該当し，なお不

開示とすべきとしていることから，以下，本件対象文書の見分結果に基づ

き，本件対象文書の特定の妥当性及び本件不開示維持部分の不開示情報該

当性について検討する。 

なお，原処分の理由説明書（上記第３の２）において本件対象文書を

「本件審査請求の対象となる文書は，文書５，文書６及び文書９の３件で

ある。」としている点について，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認

させたところ，諮問庁から，当該理由説明書に記載した本件対象文書は，

部分開示及び不開示とする決定を行った３文書を示しており，本件開示請

求で特定した文書は，当該理由説明書の経緯に記載のとおりであり，文書

の特定を含めた本件対象文書は８文書であるとの説明があった。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）本件請求文書の開示請求に対し，本件対象文書を特定したことについ

て，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，諮問庁から

次のとおり説明があった。 

ア 本件開示請求文言にいう「情報公開第００１６９号（２０１８－０

０５９２）で特定された文書」とは，別件開示請求につき，処分庁に

おいて平成３１年４月２２日付け情報公開第００１６９号により開示

決定した１文書「同盟調整メカニズム（ＡＣＭ）・共同計画策定メカ

ニズム（ＢＰＭ）の設置について（平成２７年１１月）」（以下「別

件開示文書」という。）を指しており，当該文書をつづった行政文書



 4 

ファイル名は，「指針フォローアップ（枠組み）」（以下「本件ファ

イル」という。）である。 

本件開示請求は，「情報公開第００１６９号（２０１８－００５９

２）で特定された文書を綴っている行政文書ファイルに綴られてい

る他の文書の全て。」であったことから，本件ファイルにつづられ

ていた文書のうち，別件開示文書を除く全ての文書を特定し，法１

１条の適用により相当の部分として先行開示文書を開示決定した後，

残りの８件の文書を本件対象文書として特定し，一部開示決定をし

た。 

イ 本件審査請求を受け，念のため本件ファイルを探索したが，先行開

示文書及び本件対象文書の外に，本件請求文書に該当する文書の存在

は確認できなかった。 

（２）本件開示請求は，特定の行政文書ファイルにつづられた文書を求めた

ものであり，これを踏まえると，本件ファイル内を探索の結果，当該フ

ァイル内には，別件開示文書のほか，先行開示文書及び本件対象文書が

つづられており，他に本件請求文書に該当する文書の存在は確認できな

かった旨の上記（１）の諮問庁の説明を覆すに足りる事情も認められな

いことから，外務省において，先行開示文書及び本件対象文書の外に本

件請求文書に該当する文書を保有しているとは認められない。 

３ 本件不開示維持部分の不開示情報該当性について 

（１）文書５の発受信時刻及びパターンコードの不開示部分には，外務省が

使用している電信システムの内部の処理・管理に係る情報が記載されて

いることが認められる。 

当該部分は，これを公にすることにより，電信システムの暗号化方式

の秘密保全に支障が生じ，国の安全が害されるおそれ及び他国との交渉

上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の

理由があると認められるので，法５条３号に該当し，同条６号について

判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（２）本件不開示維持部分のうち，文書５（上記（１）を除く。），文書６

及び文書９の各不開示部分について 

ア 当該不開示部分を不開示とした理由について，当審査会事務局職員

をして諮問庁に確認させたところ，諮問庁から次のとおり説明があっ

た。 

 当該文書は，平成２７年４月２７日付けで公表された「日米防衛

協力のための指針」の下での実効的な二国間協力のため，平時から

緊急事態まで，日米両政府が緊密な協議並びに政策面及び的確な調

整を行うことを目的として設置された「同盟調整メカニズム」に関

して作成，取得された文書であり，文書５は，日米外交防衛当局関
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係者との間で行われた「同盟調整メカニズム」についての意見交換

の概要，文書６は，「同盟調整メカニズム」についての政府内の説

明用資料，文書９は，「日米防衛協力のための指針」策定時の内部

資料として，「同盟調整メカニズム」等の今後の進め方に関する日

米間のやり取り等の関連文書をまとめたものである。 

当該不開示部分には，「同盟調整メカニズム」の運用に密接に関わ

る日本政府内の調整及び日米外交防衛当局の事務レベルの意見交換

における協議の内容やこれに密接に関連する情報等が含まれており，

これを公にすると国の安全が害されるとともに，他国との信頼関係

が損なわれるおそれがあるため，不開示とした。 

イ 上記アで諮問庁が説明するとおり，当該不開示部分には，「同盟調

整メカニズム」の運用の在り方などについて，日米外交防衛当局関係

者が行った意見交換や協議の内容，これに関する我が国の政府部内で

のやり取りの内容が，具体的かつ詳細に記載されていることが認めら

れる。 

当該部分は，これを公にすることにより，我が国の安全保障に関す

る情報関心，情報収集能力等が推察され，国の安全が害されるおそ

れ，他国との信頼関係が損なわれるおそれがあると行政機関の長が

認めることにつき相当の理由があると認められるので，法５条３号

に該当し，不開示とすることが妥当である。 

４ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

５ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求に対し，本件対象文書を特定

し，その一部を法５条３号及び６号に該当するとして不開示とした決定に

ついては，外務省において，先行開示文書及び本件対象文書の外に開示請

求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められないので，本

件対象文書を特定したことは妥当であり，諮問庁がなお不開示とすべきと

している部分は，同条３号に該当すると認められるので，同条６号につい

て判断するまでもなく，不開示とすることが妥当であると判断した。 

（第２部会） 

委員 白井玲子，委員 佐藤郁美，委員 中川丈久 
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別紙 

 

本件対象文書 

文書２ 同盟調整メカニズム（ＡＣＭ）及び共同計画策定メカニズム（ＢＰ

Ｍ）の構成 

文書３ 国会答弁資料（平成２７年５月１２日） 

文書４ 外交防衛委員会会議録第二十一号（平成１４年６月１１日），ほか 

文書５ 日米安保協力（同盟調整メカニズム）（第８９９２６号） 

文書６ 同盟調整メカニズム（ＡＣＭ）の概要 

文書７ 官房長官用想定及び参考資料（平成２７年１１月４日（水）） 

文書８ ＡＣＭに関する想定問題 

文書９ 日米防衛協力のための指針（ガイドライン）策定時の内部資料 

※ 文書番号は，原処分に係る行政文書開示等決定通知書の別紙の番号に合わ

せたものである。 


